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     11111               目　的　目　的　目　的　目　的　目　的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市計画マスタープランとは、平成４年６月の都市計画法改正において、新たに位置づけ
られた都市計画法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定
めるものであり、「市町村基本構想」や都道府県が定める「都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針＊」などの内容に即し、都市づくりの方向性を示すものです。
八戸市都市計画マスタープランは、八戸市がめざす将来像の実現に向けたまちづくりの基
本方針です。市民の意見を反映しながら地域特性に応じた将来都市像を明らかにし、その実
現に向けた方策を示す指針となります。
また、今までの行政主導型の都市計画から市民主体のまちづくりへと重点を置き変え、市
民の理解と協働のもとに、都市づくりの将来ビジョンを確立するものです。

都市計画法における都市計画マスタープランの位置づけ

　　　　　

     ２２２２２          役　割　役　割　役　割　役　割　役　割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
①めざすべき将来都市像を明示し、都市計画に対する市民の理解を深めます。

②都市づくりの総合的な整備方針を示し、他の計画や施策との整合性・総合性を確保
します。

③市民が主体となった計画づくりにより、市民一人ひとりの都市づくりに対する愛着
と誇りを育てます。

都　市　計　画　区　域　（第５条）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
　　　　　　　　　　　　　（第６条の２）

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分
　　　　　　　　　　　　　　　（第７条）

市町村の都市計画に関する
 基本的な方針（第18条の2）
＜都市計画マスタープラン＞

市町村基本構想　　　　
（地方自治法第2条第5項）

 国土利用計画　　　　　
（国土利用計画法第４条）

都市計画法

（その他で都市計画に定める主な内容）

市街地開発事業
　　　

（第12条）

促進地域
　

（第10条の2）

地域地区
　

（第８～10条）

都市施設
　

（第11条）

市街地開発事業等
予定区域

（第12条の2）

地区計画等
　

（第12条の4）
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     ３３３３３          計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
八戸市都市計画マスタープランは、「第４次八戸市総合計画＊」に即しつつ、20年後の八戸
市を見据え、都市のあるべき姿、道路、公園といった都市施設等の配置や整備方向を明確に
するものです。
第４次八戸市総合計画のほか、農業計画など他分野の計画とも調整・連携しつつ、八戸市
の将来のあるべき姿を示していきます。
本マスタープランは、八戸市の都市計画を運用するための根拠となるとともに、本マス
タープランを上位計画とする部門計画に反映され、まちづくりをすすめる指針となります。
なお、本マスタープランは、平成16年3月時点における八戸市域を対象としたものです。今
後、市町村合併による新しい八戸市の誕生が予定されていますが、合併前の八戸市域につい
ては合併後も本マスタープランを引き継いでいきます。その上で、新しい行政区域を対象と
して、必要に応じた見直しを行い新市の都市計画マスタープランを策定します。

都市計画マスタープランと他の計画との関係

     ４４４４４               策定体制策定体制策定体制策定体制策定体制
　　

都市計画マスタープランを策定するにあたり、市民の意見を反映した計画づくりができる
よう、地域別市民まちづくり懇談会の開催や市民アンケートの実施など市民意見の把握につ
とめながら、市民と行政からなる「都市計画マスタープランワーキング会議」を設置し、策
定をすすめてきました。
また、庁内の調整組織として「八戸市都市計画マスタープラン庁内連絡会議」を設置する
とともに、有識者や学識者をはじめ様々な分野で活躍する市民の代表者からなる「八戸市都
市計画マスタープラン策定委員会」を設置し、都市計画マスタープランを専門的見地から検
討してきました。

策定体制　　　

関連施策の庁内調整・検討

八戸市都市計画マスタープラン
庁内連絡会議

都市計画マスタープランの策定

八戸市都市計画マスタープラン
策定委員会

市民意見の反映

市民意見の反映

都市計画マスタープラン
ワーキング会議

市民主体の検討、提案
まちづくり意識の啓発

市民から意見をもらう場
・地域別市民まちづくり懇談会
　の開催
・公聴会の開催
・市民アンケート・ヒアリング
・「広報はちのへ」、ホームページ
　等を通じた意見募集

市民意見の把握

八戸市都市計画
マスタープラン

第4次八戸市総合計画

第2次総合
都市計画

その他の
分野別
計画

第7次
農業計画

八戸市
緑の基本
計画

八戸市
住宅マスター
プラン

八戸市
景観形成
基本計画

その他の
部門別計画
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○概況

○まちづくりの課題

■将来都市像

■基本理念

■将来都市構造

■まちづくりの基本方針

○いきいきとした都市を形成する土地利用の基本
　方針
○にぎわい・活気を生み出す都市づくりの基本
　方針
○くらしやすさを高めるまちづくりの基本方針
○交通ネットワークづくりの基本方針
○うるおいとやすらぎ、文化をはぐくむまちづ
　くりの基本方針
○協働のネットワークづくりの基本方針

■八戸市の概況・課題

■地域の課題

■まちづくりの目標

○地域のめざすべき方向

○将来像

■まちづくりの方針

○土地利用・市街地整備の方針

○道路・交通体系整備の方針

○公園緑地・水辺環境整備の方針

○歴史文化、芸術に関するまちづくり方針

○災害に強い地域づくりの方針

○景観形成の方針

■基本的考え方

■推進の方針

■地域区分　⇒　

■地域別構想の示し方

■将来目標

＜地域別構想の検討＞

     ５５５５５          八戸市都市計画マスタープランの構成八戸市都市計画マスタープランの構成八戸市都市計画マスタープランの構成八戸市都市計画マスタープランの構成八戸市都市計画マスタープランの構成

八戸市都市計画マスタープランは、本市の将来像を示す「全体構想」と、市内を身近な地
域に区分し各々の将来像を示す「地域別構想」、ならびにそれらの構想の実現のためのすす
め方を示す「推進方策」からなります。

八戸市都市計画マスタープランの構成


